
1 この「求職活動申立書」は、支給認定のための重要な資料です。事実のとおりご記入ください。
2 内容が事実と異なる場合は入所を取り消すことがあります。記載に不備がある場合は、選考上不利になる場合があります。
3 採用が決まった場合は、「就労証明書」を提出して下さい。（入所後3ヶ月目の末日までに提出が必要です。）
4 実態を調査する為、別途書類の提出依頼や電話等にて調査をすることがありますので、あらかじめご了承ください。
5

　児童氏名 　児童氏名 　児童氏名

　保育所入所申込みにあたり、現在求職中のため、就労証明書（採用予定含む）が提出できません。入所日から3ヶ月以内

に就労し、就労証明書を提出する予定です。

　現在の状況は、上記のとおり相違ないことを申し立てますが、3ヶ月以内に就労証明書が提出できない場合はすみ

やかに退所いたします。

　なお、入所後の調査において申立書と異なる場合は、入所を取り消されても異議ありません。

住　　　所

保護者名

電話番号

求職活動

　　□　解雇　　　□　契約期間終了　　□　希望退職　　□　閉業、倒産など

　　□　出産・育児のため　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申立年月日　     　　　年　　　　月　　　日

町担当者記入欄 保育標準時間　　・　　保育短時間

前職の状況

退職理由

勤務していた期間 　　年　　　月　　　日　　　～　　　　　　年　　　月　　　日

勤務先

勤務内容

　　□　知人からの紹介

　　□　就労の申込みをしている（　現在までに　　　　　　　社程度　）

　　□　求人情報誌やインターネットの求人情報をみて探している

現在の活動

　　□　面接を受けている（　現在までに　　　　　　　社程度）

　　□　その他

退職年月日 　　　　年　　　　月　　　　日　　　

活動内容
（複数回答可）

　　□　求職活動を行っていない（保育所入所後に開始予定）

　　□　求職活動を行っている

活動開始時期 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　□　ハローワークに通っている

求職者氏名
（生年月日） （　　　　　　年　　　　月　　　　　日　　）

児童との続柄

　　　□　吉野ヶ里町　　　　□　三養基郡　　　□　神埼市

　　　□　佐賀市　　　□　鳥栖市　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

希望の勤務内容

希望の勤務地

希望の勤務時間

平日　　　　　　　　：　　　　　～　　　：　　

土　　　　　　　　　：　　　　　～　　　：　　

日　　　　　　　　　：　　　　　～　　　：　　

定休日：　　　月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日　　不定休（　週　　　　日　）

求職活動申立書（父・母・その他）

これらの内容に変更が生じた場合は、必ず速やかに申し出ください。

（　　　年　　月　　日生） （　　　年　　月　　日生） （　　　年　　月　　日生）

⑧


